
　平成２６年１月から９月末までの特殊詐欺被害認知件数は３７件です。この内の２１件が
「郵便・宅配小包等」で現金を渡しています。
　現金を郵送できるのは現金書留の場合に限られるので（郵便法１７条）、レターパック等で
現金をおくってはいけません。また、宅配便で現金を送ることも各事業者の約款で禁じられて
います。どんな名目であれ「レターパック、宅配便で送れ」は詐欺の手口です。
　レターパックや宅配便で現金を絶対に送らないようにして、この様な電話等があった場合に
は、最寄の警察署等に相談しましょう。
　※件数はすべて暫定値。
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青パト”まもるくん”の防犯ニュース

和歌山市危機管理部 地域安全課

ペタンク大会で防犯啓発 ～砂の丸広場～

　和歌山市老人クラブ連合会の協力を得て、和歌山西警察署と啓発！

　平成２６年度全国地域安全運動（１０月１１日～１０月２０日）の一環として、１０月３１
日に砂の丸広場で開催されたペタンク大会で和歌山西警察署と防犯啓発を実施しました。
　今回の啓発は、和歌山市老人クラブ連合会の協力を得て、同会主催で開催されたペタンク大
会に集まった皆さんを対象に、一人ひとりと会話をしながら、様々な犯罪に対する防犯意識を
持ってもらえるように呼びかけました。
　また、今回は防犯啓発と同時に、交通安全に関する啓発も行いました。

「レターパック、宅配便で現金送れ」は、全て詐欺！

ペタンクは、技術とともに、戦略・戦術が

大切とのこと！興味のある人はぜひ！


